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特定化学物質障害予防規則等が改正されました。

1. 酸化プロピレン
2. 1,1-ジメチルヒドラジン
は、表示対象物、特定化学物質の特定第２類物質になりました。

3. 1,4-ジクロロ-2-ブテン
は、表示対象物になり、発散抑制措置が必要になります。

4. 1,3-プロパンスルトン
は、表示対象物になり、接触によるばく露防止措置が必要になります。

これらの改正政省令は、平成２３年４月１日から施行・適用されます。

レポートのお問い合わせは、下記担当部署にお願いします。

富士本社 TEL　0545-61-8402 FAX　0545-63-9654

◇富士本社　営業部 鈴木保

望月久彰

◇作業環境測定

富士本社 環境分析部　分析1課 中西正彦

（作業環境測定　担当） 青柳容子

◇局所排気装置・プッシュプル型換気装置　排気対策

富士本社 労働安全・衛生コンサルタント 目黒輝久

労働衛生コンサルタント 尾崎克年

環境技術部 後藤明雄
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1. 今回の改正による物質ごとの主な規定の適用（一覧）

今回新たに義務付けられた規定

物質名

法 条 派

令 文 遣 規制内容

57 - 表示 ○ ○ ○ ○

57の2 - 文書の交付 ○ ○ ○ ○

59 先 労働衛生教育(雇入れ時等) ○ ○ ○ ○

88 先 計画の届出 ○ ○ ○ ○

密閉式 ○ ○ ◇

4 先 局排 ○ ○

ﾌﾟｯｼｭﾌﾟﾙ ○ ○

密閉式 ○ ○ ◇

5 先 局排 ○ ○ ◇

ﾌﾟｯｼｭﾌﾟﾙ ○ ○ ◇

7 先 局排の性能　(ppm) 2 0.01 0.005

8 先 局排等の稼働時の要件 ○ ○ ○

12の2 先 ぼろ等の処理 ○ ○ ◇

13～20 先 漏えいの防止 13-17◇

(特定化学設備) 20◇

21 先 床の構造 ○ ○ ◇

24 先 立入禁止措置 ○ ○ ◇

25 先 容器等 ○ ○ ◇

27 先 作業主任者の選任 ○ ○

29～32 先 定期自主検査 ○ ○ ○

36 先 実施 ○ ○

記録の保存 30年 30年

36の2 先 測定結果の評価 ○ ○

管理濃度　(ppm) 2 0.01

36の3 先 評価の結果に基づく措置 ○ ○

37 先 休憩室 ○ ○

38 先 洗浄設備 ○ ○

38の2 先 飲食等の禁止 ○ ○

38の3 先 掲示 ○ ○ ◇ ◇

38の4 先 作業記録 ○ ○ ◇ ◇

38の17 先 ◇

38の19 先 ◇

雇入れ、定期 ○ ○

39、40 先 健康診断 配転後 ○ ○

記録の保存 ○ ○

41 先 健康診断結果の報告 ○ ○

42 先 緊急診断 ○ ○

43 先 呼吸用保護具 ○ ○

44 先 保護衣等 ○ ○ ◇

45 先 保護具の数等 ○ ○

53 先 記録の報告 ○ ○ ◇ ◇
◇ 当該条文と同様の内容を特別規定（特化則第38条の17又は第38条の19）で定めていることを示す。
※ 「派遣」の列の欄は、派遣労働者の場合に義務を負う事業者の区分を示す。
「先」　：派遣先事業者 「元」　：派遣元事業者

※ 「安衛法」は労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）
※ 安衛法第57条　（表示）及び第57条の2（文書の交付）の規定に関しては、譲渡・提供者に義務がある。
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２. 酸化ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ、1,1-ｼﾞﾒﾁﾙﾋﾄﾞﾗｼﾞﾝについての主要な措置
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３. 1,4-ジクロロ-2-ブテンについての措置

４. 1,3-プロパンスルトンについての措置
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